
令
和
元
年
六
月
十
三
日
提
出

質
問
第
二
二
五
号

六
月
五
日
に
提
案
理
由
説
明
が
行
わ
れ
た
薬
機
法
改
正
案
と
来
年
の
診
療
報
酬
改
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

早

稲

田

夕

季
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六
月
五
日
に
提
案
理
由
説
明
が
行
わ
れ
た
薬
機
法
改
正
案
と
来
年
の
診
療
報
酬
改
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
は
本
年
六
月
五
日
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
本
法
案
」
と
い
う
。
）
の
提
案
理
由
説
明
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私

が
三
月
二
十
日
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
で
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
本
法
案
で
は
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
「
役
員
変
更
命

令
」
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
違
反
行
為
を
繰
り
返
す
法
人
に
対
し
て
な
ん
の
行
政
処
分
も
下
せ
ず
、
む
し
ろ
被
用
者
で
あ
る
薬

剤
師
に
対
し
て
行
政
処
分
を
下
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
す
る
。

一
方
厚
生
労
働
省
は
、
来
年
の
診
療
報
酬
改
定
に
向
け
た
検
討
項
目
と
し
て
、
本
年
三
月
二
十
七
日
の
中
央
社
会
保
険
医
療

協
議
会
（
以
下
、
「
中
医
協
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
「
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
等
へ
の
対
応
」
と
明
記
し
た
が
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ

ラ
リ
ー
と
は
何
か
、
国
民
の
間
で
理
解
が
進
ん
で
い
ず
、
定
義
や
策
定
プ
ロ
セ
ス
が
不
明
な
現
状
で
、
す
で
に
民
間
企
業
主
導

で
そ
の
作
成
が
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
医
療
や
調
剤
の
現
場
に
様
々
な
種
類
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
が
溢
れ
、
国
民

が
混
乱
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

い
ず
れ
も
国
民
の
健
康
に
関
わ
る
重
要
な
政
策
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

国
会
の
会
期
が
残
り
少
な
く
本
法
案
の
今
国
会
成
立
は
お
よ
そ
見
通
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
二
十
五
日

一



の
厚
生
科
学
審
議
会
医
薬
品
医
療
機
器
制
度
部
会
の
「
薬
機
法
等
制
度
改
正
に
関
す
る
と
り
ま
と
め
」
に
あ
る
「
役
員
変
更

命
令
」
な
ど
の
よ
う
な
法
人
の
法
令
遵
守
を
担
保
す
る
措
置
を
再
度
法
案
に
盛
り
込
み
、
提
出
し
な
お
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
八
条
委
員
会
で
も
あ
る
厚
生
科
学
審
議
会
の
答
申
の
重
さ
と
い
う
観
点
か
ら
、
政
府
の
見
解
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

二

フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
と
は
何
か
。
標
準
的
な
薬
剤
選
択
の
推
進
の
た
め
の
、
医
薬
品
の
推
奨
リ
ス
ト
で
、
調
剤
の
現
場
で

は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
選
択
に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
と
聞
い
て
い
る
が
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
作
る
べ
き
な
の

か
。
製
造
販
売
側
の
利
益
や
医
療
機
関
の
収
益
の
た
め
に
作
っ
て
も
よ
い
の
か
。
患
者
や
国
民
へ
の
便
益
と
い
う
観
点
か

ら
、
現
時
点
で
の
政
府
の
見
解
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

そ
の
上
で
、
ま
ず
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
や
国
立
大
学
に
付
属
す
る
病
院
等
で
率
先
し
て
導
入
す
る
よ
う
に
働

き
か
け
、
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
リ
ー
の
あ
り
方
に
つ
い
て
範
を
示
す
努
力
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


